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文
化
庁
が
開
設
さ
れ
て
、
満
三
年
に
な
り
際
は
ま
こ
と
に
地
味
な
も
の
で
l

゜
辛
抱
し
て

ま
し
た
。
早
い
も
の
で
す
e

な
に
せ
闇
口
が
ゆ
っ
く
り
進
む
以
外
に
道
は
な
い
も
の
だ
と
{

し

広
い
も
の
で
、
何
か
と
用
務
離
閲
多
端
で
’
い
う
こ
と
が
、
身
に
泌
み
て
わ
か
り
ま
し

そ

れ

に

忙

殺

さ

れ

て

い

る

う

ち

に

月

日

が

経

た

。

｛裏忍
ユ
ー
、
言

す

。

全

く

文

化

と

は

培

養

ナ

る

と

い

う

意

味

で

〉

ロ
ぁ
（
ふ
〗
図
抜

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で

私
は
派
手
に
文
化
の
い
＂
〉
．
炉

2

」
予
ら
＇

f
ご

訊

賃

す

か

ら

、

一

朝

一

夕

に

～

け

＇

＞

（

も
三
年
経
て
ば
一
咋
年
よ
り
昨
年
、
昨
年
よ
ん
。
文
化
庁
は
一
二
年
経
っ
て
三
歳
に
な
っ
た

り
も
今
年
と
い
う
具
合
い
に
年
々
少
し
ず
つ
に
ナ
ぎ
ま
せ
ん
-
]
大
方
の
同
惰
あ
る
御
支
援

は
伸
展
し
て
い
る
の
で
、
文
化
の
仕
毒
と
い
を
賜
わ
る
よ
り
願
っ
て
や
ま
ぬ
次
第
で
あ
ま

う
も
の
は
，
一
見
派
手
な
よ
う
で
す
が
r

宝
k

り
す
c

』
9
,
i

く
、
し
、
へ

~
<
f
'
v

芸
術
祭
は
、
す
ぐ
れ
た
作
品
を
ひ
ろ
く
ベ
一
般

に
公
開
し
て
芸
術
鑑
賞
の
機
運
を
醗
成
す
る
と

と
も
に
、
芸
術
家
に
意
欲
的
な
公
演
発
表
を
う

な
が
し
て
芸
術
の
創
造
と
進
展
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
昭
和
二
十
一
年
度
に
創
設
さ

れ
、
以
来
毎
年
秋
に
開
罹
さ
れ
て
き
た
c

演

劇
、
音
楽
、
舞
踊
、
能
楽
、
大
衆
芸
能
、
民
俗

芸
能
，
映
画
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
r

レ
コ
ー
ド

の
十
部
門
に
分
か
れ
、
毎
年
度
十
月
一
日
か
ら

十
一
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
文
化
庁
が
企
両
し

て
行
な
う
主
催
公
演
を
は
じ
め
、
協
賛
公
演
、
J

参
加
公
演
が
多
彩
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
な

お
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
芸
術
祭
地
方
公
演

は
、
昭
和
四
十
六
年
度
か
ら
は
移
動
芸
術
祭
の

綾
羅
木
郷
遺
跡
緊
急
指
定

構
想
に
よ
っ
て
そ
の
飛
躍
的
な
拡
充
を
図
る
こ

と
に
な
っ
た
。

東
京
国
立
博
物
館
東
洋
館
開
館

東
洋
館
は
、
昭
和
四
十
年
十
月
普
工
r

同
四

十
三
年
十
月
十
一
日
開
館
c

構
造
に
近
代
建
築

の
特
徴
を
み
せ
る
と
と
も
に
、
内
部
の
設
備
に

も
近
代
的
樽
物
館
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
配
慮

が
な
さ
れ
て
い
る
。
建
物
は
展
示
棟
と
付
属
棟

と
う

か
ら
な
っ
て
お
り
、
展
示
棟
の
部
分
は
地
上
三

と
r'

階
、
地
下
一
階
、
付
属
棟
の
部
分
は
地
上
三

階
、
地
下
二
階
で
総
面
積
二
刀
一
千
六
百
四
十

二
平
方
メ
ー
ト
左
平
常
展
示
室
十
室
の
ほ
か

に
、
地
階
に
特
別
展
示
室
五
室
を
有
す
る
の
も

こ
の
建
物
の
特
色
で
あ
る
。
平
常
陳
列
の
内
容

本
州
最
西
端
恐
灘
に
面
す
る
台
地
上
に
あ
る

弥
生
時
代
造
跡
で
あ
る
が
r

台
地
を
形
成
し
て

け
し

い
る
の
が
良
質
の
珪
砂
で
あ
る
た
め
r

従
来
か

ら
採
砂
業
者
に
よ
る
採
取
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ

に
伴
う
発
掘
調
査
炉
行
な
わ
れ
て
い
た
。
文
化

庁
で
は
r

遺
跡
の
菫
要
性
に
か
ん
が
み
史
跡
指

定
の
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
指
定
に
反
対
す

る
採
砂
業
者
は
p

昭
和
四
十
四
年
一
二
月
八
日
突

然
造
跡
破
壊
の
暴
挙
に
出
た
た
め
、
同
十
一
日

芸

術

祭

昭
和
四
十
三
年
六
月
十
五
日
芸
術
文
化
の
振

回
、
と
文
化
財
の
保
護
を
あ
わ
せ
行
な
う
国
の
行

政
機
関
と
し
て
r

旧
文
部
省
文
化
局
と
旧
文
化

財
保
護
委
員
会
を
統
合
し
て
文
化
庁
が
股
饂
さ

れ
た
。
初
代
文
化
庁
長
官
に
は
、
今
日
出
海
氏

が
就
任
し
た
。

齊
少
年
芸
術
劇
場

若
い
人
た
ち
に
す
ぐ
れ
た
舞
台
芸
術
を
鑑
賞

す
る
椴
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
冑
少
年
に

芸
術
に
ふ
れ
る
喜
び
を
味
あ
わ
せ
、
そ
の
鑑
賞

能
力
の
向
上
に
資
し
r

ひ
い
て
は
国
民
の
芸
術

へ
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
趣
旨
で
、
昭
和
四
十

は
、
日
本
を
除
く
東
洋
諸
地
域
、
す
な
わ
ち
r

エ
ジ
プ
ト
か
ら
西
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
、
中

国
、
朝
鮮
、
西
域
に
わ
た
る
歴
史
造
物
お
よ
び

美
術
品
の
ほ
力
窟
太
平
洋
各
地
の
土
俗
品
と
な

っ
て
い
る
。

二
年
度
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
オ

ペ
ラ
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
新
劇
、

能
・
狂
言
、
文
楽
の
五
分
野
三

十
数
公
演
が
、
毎
年
文
化
庁
と

開
催
屎
の
教
育
委
員
会
と
の
共

催
で
開
催
さ
れ
、
十
四
歳
か
ら

十
九
歳
ま
で
の
弯
少
年
を
無
料

招
待
し
、
こ
れ
ら
脊
少
年
に
多

大
の
感
銘
を
与
え
て
い
る
。

（
写
甑
は
、
昭
和
四
十
三
年

度
オ
ペ
ラ
公
演
「
蝶
々
夫
人
」
）

急
拠
指
定
告
示
を
行
な
っ
た
。
そ
の
後
業
者
は

指
定
を
不
服
と
し
て
文
部
大
臣
を
相
手
ど
り
史

跡
指
定
取
り
消
し
の
行
政
訴
訟
を
提
起
し
、
現

在
係
争
中
で
あ
る
。

東
京
国
立
近
代
美
術
館
新
館
開
館

丸
の
内
北
の
丸
公
園
竹
橋
に
所
在
す
る
美
術

館
新
館
は
、
石
柄
正
二
郎
氏
の
寄
贈
に
よ
る
も

の
で
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
十
一
日
「
現
代
批

昇
美
術
展
ー
東
と
西
の
対
話
」
を
幕
あ
け
と
し

て
開
誼
し
た
。
開
館
以
降
は
、
脆
設
の
特
徽
を

生
か
ピ
開
館
に
際
し
て
行
な
っ
た
よ
う
な
、

特
別
企
画
展
示
を
行
な
う
と
と
も
に
、
通
常
展

示
と
し
て
「
近
代
日
本
の
美
術
」
に
つ
い
て
陳

列
等
を
行
な
っ
て
お
り
、
ま
た
館
外
の
事
業
と

し
て
樗
各
地
方
文
化
施
設
と
の
共
催
で
、
地

文
化
庁
発
足

写

真

で

み

る

文

化

庁

の

あ

ゆ

み
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特
別
史
跡
多
賀
城
跡
附
寺
跡
の
発
掘
成
果

方
巡
回
展
を
実
施
す
る
と
と
も
に
r

美
術
誼
友

の
会
の
美
術
鑑
賞
あ
る
い
は
各
種
見
学
旅
行
等

の
行
事
を
行
な
っ
て
い
る
。

中
央
と
地
方
お
よ
び
地
方
相
互
間
の
連
携
を

密
接
に
し
情
報
を
交
換
す
る
と
と
に
、
芸
術
文

化
活
動
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
各
分
野
別
に

研
究
討
眺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
文
化
の
振

興
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
r

昭
和
四
十

四
年
に
全
国
八
ブ
ロ
ッ
タ
に
お
い
て
そ
の
第
一

回
会
議
が
聞
催
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
五
年
の
第

二
回
に
引
き
続
き
、
本
年
は
、
芸
術
文
化
の
ほ

か
に
文
化
財
の
問
題
も
含
め
、
名
称
も
「
文
化

振
興
会
隊
」
と
改
め
、
全
国
七
ブ
ロ
ッ
ク
に
お

庁
で
も
、
国
際
文
化
交
流
を
進
め
る
た
め
、
各

国
の
要
望
に
こ
た
え
て
海
外
古
美
術
展
を
開
催

し
て
き
た
。
海
外
展
は
主
要
な
も
の
だ
け
で
も

ア
メ
リ
カ
四
回
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
三
回
を
数
え
、

い
ず
れ
も
日
本
文
化
の
紹
介
、
国
際
親
善
に
寄

与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

多
賀
城
は
、
奈
良
時
代
以
来
の
古
代
朝
廷
の

さ
く

東
北
征
略
の
た
め
の
城
柵
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
四
年
宮
城

県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
が
設
立
さ
れ
、
二
年

間
に
わ
た
る
国
庫
補
助
事
業
に
よ
る
発
揃
詞
査

が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
、
内
城
地
区
や

外
城
地
区
で
火
災
の
た
め
の
数
次
の
造
営
の
事

実
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
木
簡
も
発
見
さ

第
一
回
地
方
芸
術
文
化
振
興
会
議
開
催

東
京
国
立
近
代
美
術
館

フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
開
館

文
化
政
策
に
関
す
る
政
府
間
会
諜

小
笠
原
諸
島
は
、
昭
和
四
十
―
―
一
年
六
月
二
十

六
日
わ
が
雨
に
返
還
さ
れ
た
が
、
同
諸
島
は
、

亜
熱
帯
か
ら
熱
帯
の
気
候
帯
に
わ
た
っ
て
所
在

し
、
学
術
的
に
貴
重
な
動
植
物
等
に
富
ん
で
い

る
こ
と
で
著
名
で
あ
る
。
文
部
省
は
、
同
諸
島

の
学
術
的
価
値
の
究
明
と
そ
の
研
究
の
場
と
し

て
の
利
用
お
よ
び
今
後
予
想
さ
れ
る
産
業
開
発

に
対
す
る
自
然
の
保
護
を
目
的
と
し
て
、
大
学

学
術
局
r

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
に
よ
る
調
査

を
昭
和
四
十
四
年
七
月
五
日
か
ら
七
月
二
四
日

ま
で
実
施
し
た
。
こ
の
調
査
お
よ
び
翌
年
五
月

れ
、
外
郭
が
内
城
正
殿
の
中
軸
線
か
ら
西
五
町

か

わ

ら

べ

い

・
東
三
町
の
方
八
町
の
瓦
屋
根
を
持
つ
築
地
塀

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
？
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
多
賀
城
は
単
に
寧
享
的
城
惰
だ
け
で
は

な
，
＼
大
宰
府
に
も
似
た
政
治
的
都
城
と
し
て

の
性
格
を
演
厚
に
示
し
、
日
本
古
代
史
の
通
説

に
大
修
正
を
加
え
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
同
時

に
今
後
の
入
念
な
発
掘
調
査
が
期
待
さ
れ
て
い

る。
昭
和
四
十
五
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
九
月
二

日
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
北
部
の
水
の
都
ベ
ニ
ス
で
f

ユ
ネ
7
ヘ
コ
主
催
の
「
文
化
政
策
に
関
す
る
政
府

間
会
議
」
が
開
か
れ
、
わ
が
国
か
ら
文
化
庁
の

安
達
次
長
と
沢
田
国
際
文
化
課
長
が
出
席
し

著
作
権
法
の
成
立

東
京
国
立
近
代
美
術
館
に
フ
イ
ル
ム
セ
ン
タ

ー
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
の
は
r

昭
和
四
十
四

年
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
従
来
の

小
笠
原
諸
島
学
術
天
然
記
念
物
調
査

い
て
開
倣
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
写
真
は
、
東
北
、
北
海
道
地
区
の
会
談

場
四
十
四
年
七
月
五
日
）

か
ら
六
月
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
小
笠
原
詣
島

天
然
記
念
物
特
別
調
査
に
よ
っ
て
多
数
の
動
物

等
が
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、
ま
た
は
指
定

が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

岡
山
市
い
ず
み
町
に
あ
る
県
営
総
合
グ
ラ
・
ワ

ン
ド
一
帯
は
、
弥
生
時
代
の
造
跡
と
し
て
著
名

な
地
域
で
あ
る
が
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
，
県

は
こ
こ
に
武
道
館
建
設
を
計
画
し
た
。
こ
の
選

跡
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
r

以
後
翌
年
五
月
ま

で
の
間
、
つ
ご
う
一
二
回
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ

れ
た
が
、
そ
の
結
果
、
こ
の
地
域
は
弥
生
時
代

前
期
の
水
田
耕
作
遺
構
を
含
み
、
歴
史
時
代
に

及
ぶ
大
規
模
な
遣
跡
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
ヘ
~
こ
の
た
め
．J

県
は
、
武
道
舘
を
他
の

位
置
に
建
設
＇
す
る
よ
う
計
酉
を
変
更
し
、
当
初

た
。
こ
の
会
謡
に
は
、
世
界
八
十
七
か
国
の
文

化
大
臣
等
四
百
余
名
が
参
加
し
て
、
文
化
政
策

の
緒
問
題
を
討
謡
し
た
C

な
か
で
も
映
画
、
テ

レ
ビ
交
ど
の
一
、
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
力
と
表

硯
の
自
由
の
関
題
が
特
に
活
発
に
誂
論
さ
れ

こ。

.• 
,＇ 
な
お
、
こ
の
種
の
会
醗
は
、
世
界
最
初
の
も

の
で
あ
っ
た
。

明
治
三
十
二
年
制
定
の
佃
著
作
権
法
が
、
七

十
年
ぶ
り
に
全
面
改
正
さ
れ
r

新
し
い
著
作
権

法
が
r

昭
和
四
十
五
年
四
月
国
会
で
成
立
し
r

本
年
一
月
一
日
か
ら
胞
行
さ
れ
て
い
る
。

旧
法
と
比
較
し
て
、
著
作
者
等
の
権
利
の
内

容
が
詳
細
、
明
確
に
な
り
r

用
語
も
近
代
的
に

津
島
遺
跡
の
現
状
保
存
決
定

の
建
設
予
定
地
を
中
心
と
す
る
約
五
万
六
千
平

方
メ
ー
ト
ル
は
昭
和
四
十
六
年
一
月
豆
日
史
跡

に
指
定
さ
れ
た
。

ス
イ
ス
。
西
ド
イ
ツ
巡
回
日
本
古
美
術
展

一
九
六
九
年
八
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て

ス
イ
ス
・
西
ド
イ
ツ
巡
回
日
本
古
美
術
展
を
チ

ュ
，
ー
リ
ッ
ヒ
と
ケ
ル
ン
の
二
会
場
で
開
催
し

た
。
出
品
品
目
は
、
国
宝
十
五
件
、
重
要
文
化
財

五
十
九
件
r

重
要
美
術
品
等
認
定
物
件
二
件
を

含
む
百
十
二
件
で
こ
の
展
覧
会
は
、
両
国
に
お

い
て
ま
れ
に
み
る
競
覧
者
（
有
料
入
揚
者
六
万

一
千
六
百
七
十
九
人
）
を
集
め
好
評
で
あ
っ
た
。

欧
米
諸
国
に
お
い
て
日
本
文
化
に
対
す
る

関
心
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
各
種
の
日
本
美
術

展
が
海
外
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
文
化

な
っ
た
。
題
名
は
、
著
作
権
法
だ
が
、
小
説

家
、
詩
人
、
作
曲
家
r

画
家
の
著
作
権
の
み
な

ら
ず
、
出
版
者
の
権
利
で
あ
る
出
版
権
、
俳
優

・
歌
手
等
の
実
演
家
や
レ
コ
ー
ド
製
作
者
お
よ

び
放
送
事
業
者
の
権
利
で
あ
る
著
作
隣
接
植
に

つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
法
彿
に
よ
っ

て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
高
度
な
発
達
に
も
対

応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、

国
際
水
準
か
ら
み
て
も
最
新
の
ベ
ル
ヌ
条
約
の

水
準
に
揺
ぼ
見
合
う
も
の
に
な
っ
た
。
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（
写
真
は
甘
移
丘
か
ら
見
た
飛
鳥
•
藤
原
地
区
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（
右
か
ら
天
香
久
山
、
耳
成
山
、
畝

傍
山
で
藤
原
宮
跡
（
耳
成
山
の
手
前
）
雷
丘

（
中
央
手
前
の
森
）
を
望
む
。
）
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京
橋
の
美
術
館
の
建
物
を
改
装
し
て
、
開
館
式

を
あ
げ
た
の
は
p

昭
和
四
十
五
年
五
月
二
十
七

日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

翌
二
十
八
日
か
ら
は
、
開
館
記
念
日
米
交
換

映
画
祭
と
し
て
「
ア
メ
リ
カ
古
典
映
画
の
回
顧
，
一

を
開
罹
し
、
エ
ジ
ソ
ン
の
こ
ろ
の
も
の
か
ら
、

イ
ン
ト
レ
ラ
ン
ス
等
を
五
十
七
日
間
に
わ
た
っ

て
上
映
し
た
。

そ
の
後
「
成
瀬
己
喜
男
監
督
特
集
」
「
野
田

高
梧
特
集
」
「
フ
ラ
ン
ス
映
画
の
歴
史
」
「
ド

イ
ツ
映
画
の
回
顧
」
一
田
中
絹
代
特
集
」
の
テ

ー
マ
の
も
と
に
上
映
を
行
・
次
っ
て
い
る
。

な
お
、
二
、
三
階
の
展
示
場
に
は
r

日
本
映

画
史
年
表
と
い
っ
た
パ
ネ
ル
の
ほ
か
、
撮
影
セ

ッ
ト
r

撮
影
機
械
等
を
展
示
し
て
い
る
。

文
化
財
保
襲
法
施
行

20
周
年
記
念
式
典

全
国
に
多
穂
多
様
に
存
在
す
る
民
俗
芸
能
は

近
時
の
急
激
な
社
会
的
経
済
的
変
容
の
た
め
に

々

伝
承
が
き
わ
め
て
危
惧
さ
れ
る
状
態
に
い
た
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
文
化
庁
で
は
r

昭
和
四
十
五

平
度
か
ら
特
に
重
要
な
も
の
を
記
録
作
成
等
の

聾
誓
購
ず
べ
き
無
形
文
化
財
と
し
て
選
択

し
、
そ
C
本
来
の
姿
に
お
い
て
現
地
で
公
開
す

る
に
要
す
る
経
費
竺
讐
助
成
し
て
い
る
。

昭
和
四
十
五
年
六
月
八
日
第
一
次
と
し
て
一
―
―

十
四
件
の
民
俗
芸
能
が
選
択
さ
れ
、
六
月
十
四

日
、
「
原
田
の
は
や
し
田
」
が
最
初
に
こ
の
措

置
を
得
て
公
閲
さ
れ
た
。
こ
れ
は
広
島
県
高
田

郡
高
宮
町
大
字
原
田
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の

ち
史
跡
未
指
定
で
あ
っ
た
学
校
院
跡
、
観
世
音

寺
お
よ
び
同
寺
子
院
跡
約
百
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
指
定
し
て
保
隈
ナ
る
こ
と
か
必
要
と
な
っ
た

が
、
指
定
に
つ
い
て
の
約
四
年
間
に
わ
た
る
地

元
と
の
交
渉
の
末
、
昭
和
四
十
五
年
九
月
住
民

の
一
応
の
了
解
が
つ
き
指
定
の
官
報
告
示
を
行

な
っ
た
。

飛
鳥
，
藤
原
地
域
の
保
存
問
題

飛
鳥
•
藤
原
の
地
ほ
、
わ
が
国
が
律
令
国
家

の
体
制
を
は
じ
め
て
形
成
し
た
古
代
史
上
特
に

重
要
な
地
域
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
多
数
の
宮

跡
を
は
じ
め
と
す
る
遺
跡
は
、
今
日
ま
で
、
往
時

を
し
の
ば
せ
る
に
足
る
風
土
と
と
も
に
保
存
さ

れ
て
き
た
。
昭
和
四
十
五
年
春
、
よ
う
や
く
こ

の
地
域
に
及
び
は
じ
め
た
開
発
の
波
に
対
し

て
そ
の
保
存
問
題
が
表
面
化
し
て
以
来
、
総

理
大
臣
、
文
部
大
臣
等
の
視
察
、
文
化
財
保
護

審
談
会
、
歴
史
的
風
士
審
議
会
に
よ
る
答
申
、

閣
謡
決
定
を
経
て
昭
和
四
十
六
年
度
か
ら

は
、
具
体
的
な
保
護
施
策
炉
各
方
面
か
ら
実
施

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
文
化
庁
で
は
、
．

約
宜
億
円
の
予
算
で
、
史
跡
等
の
土
地
買
い
上

げ
、
そ
の
腺
備
、
国
立
飛
鳥
資
料
館
（
仮
蒋
）

の
設
監
等
を
行
な
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

文
化
財
保
陵
法
の
施
行
（
昭
和
二
十
五
年
）

二
十
周
年
を
記
念
し
て
、
昭
和
四
十
五
年
十
一

月
五
日
午
後
二
時
か
ら
、
国
立
劇
場
に
お
い
て

記
念
式
典
が
挙
行
さ
れ
た
。

こ
の
記
念
式
典
に
は
、
皇
太
子
，
同
妃
両
殿

原
田
の
は
や
し
田
（
民
俗
芸
能
の

現
地
公
開
補
助
）

ポ
ス
ト
ン
美
術
館
創
立
百
年

記
念
禅
林
美
術
展

平
城
宮
資
料
館
完
成

平
城
宮
跡
は
、
奈
良
の
都
の
跡
で
あ
り
、
特

別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
つ
い
て

は
、
昭
和
三
十
年
度
お
よ
び
昭
和
三
十
四
年
度

以
降
の
各
年
度
に
わ
た
り
、
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
に
よ
る
発
掘
胴

査
が
行
な
わ
れ
、
昭
和
三
十
八
年
度
以
降
は
、

宮
跡
内
の
民
有
地
の
国
費
買
上
げ
お
よ
び
挫
備

等
の
保
存
事
業
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
た

び
、
発
掘
調
査
成
果
の
公
闘
展
示
と
調
査
研
究

の
た
め
の
施
設
と
し
て
、
同
宮
跡
西
端
に
出
土

品
収
蔵
庫
と
あ
わ
せ
て
資
料
館
が
建
設
さ
れ

こ。ナ下
の
御
臨
席
を
仰
ぎ
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院

議
長
、
日
本
芸
術
院
長
を
は
じ
め
と
し
て
国
会

謡
員
、
文
化
財
保
賤
関
係
者
等
約
七
百
名
が
出

席
し
た
c

と
く
に
皇
太
子
殿
下
か
ら
は
文
化
財

保
護
に
あ
た
る
も
の
た
ち
へ
の
激
励
の
こ
と
ば

を
腸
わ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
席
上
文
化
財
功
労

者
二
百
宜
十
三
名
の
表
彰
が
行
な
わ
れ
た
ぐ

海
外
展
の
一
っ
と
し
て
行
な
れ
た
禅
林
美
術

展
は
c‘

岡
倉
天
心
以
来
わ
が
国
と
関
係
の
深
い

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
創
立
百
年
記
念
事
業
と
し

て
、
文
化
庁
と
同
館
の
共
催
に
よ
っ
て
、
一
九

七
0
年
十
一
月
五
日
か
ら
十
二
月
二
，
ェ
・
日
に
わ

た
っ
て
開
か
れ
た
。

ば
や
し

で
、
田
植
行
事
の
際
に
多
く
の
田
植
歌
や
囃
子

が
奏
さ
れ
る
。

出
品
物
件
は
、
国
宝
二
件
、
重
要
文
化
財
芝
十

二
件
を
含
む
七
十
二
件
で
、
時
代
、
分
野
、
題
材

等
に
つ
い
て
、
禅
に
関
係
あ
る
美
術
の
全
貌
が

う
か
が
い
う
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
、
梅
外
展
と

し
て
は
き
わ
め
て
特
色
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
展
宜
会
は
、
欧
米
に
お
い
て
日
本
文
化

と
く
に
禅
に
つ
い
て
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
お

り
か
ら
、
合
衆
国
の
み
な
ら
ず
ョ
ー
ロ
ご
《
各

固
か
ら
観
覧
者
が
訪
れ
る
な
ど
大
き
な
反
薯
を

呼
ん
だ
。

財
団
法
人
海
外
女
教
育

振
興
財
団
の
設
立

海
外
経
済
活
動
に
関
す
る
民
間
有
志
が
結
束

し
、
海
外
勤
務
者
子
女
の
教
育
に
関
し
、
政
府

の
施
策
に
協
力
し
、
す
す
ん
で
所
要
の
教
育
事

臀
工 資

料
館
ふ
収
蔵
庫

面
積
一
九
四
四
・
八
吋

一
宜
五
ニ
・
八
二
屈

工
事
費
約
一
億
四
、

0
0
0
万
円

約
六
、
一
六

0
万
円

四
豆
年
三
月
一
―

1
0
日

四
四
年
三
月
三

0
日

太
宰
府
地
区
史
跡
の
広
域
指
定

福
岡
県
太
宰
府
町
を
中
心
と
す
る
一
帯
は
r

太
宰
府
跡
、
学
校
院
跡
、
観
世
音
寺
お
よ
び
同

寺
子
院
跡
、
大
野
城
跡
、
水
城
跡
等
の
遺
跡
が

所
在
し
、
古
代
の
西
日
本
の
中
心
あ
る
い
は
対

大
陸
交
捗
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
し
て
，

平
城
宮
跡
、
飛
烏
•
藤
原
宮
跡r
多
賀
城
跡
な

ど
と
並
ぶ
重
要
な
地
域
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
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歴
史
資
料
お
よ
び
民
俗
資
料
の
保
護
を
図
・
9

と
と
も
に
わ
が
国
の
歴
史
と
民
俗
に
つ
い
て
の

知
識
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国

立
廃
史
民
俗
博
物
舘
（
仮
称
）
は
t
'

明
治
百
年
・

記
念
華
業
の
i

つ
と
し
て
建
投
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
r

昭
和
四
十
i

一
度
か
ら
設
立
準
備
懇
談

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
仮
称
）

基
本
構
想
委
員
会
等
の
発
足

拿
ン
ゲ
イ
新
聞
社
挫
供
[
)

沖
縄
の
文
化
財
は
、
戦
前
日
本
の
文
化
財
保

護
行
政
の
一
環
と
し
て
国
宝
保
存
法
等
に
よ
り

首
里
城
花
殿
ほ
か
十
五
件
が
指
定
保
存
さ
れ
て

沖
縄
の
文
化
財
保
護

（
写
真
は
財
団
を
訪
れ
る
父
兄
）

業
を
振
興
ナ
る
た
め
，
昭
和
四
十
五
年
十
二
月

十
五
旦
外
務
省
お
よ
び
文
部
省
の
共
同
所
管

に
な
る
財
団
法
人
海
外
子
女
教
育
捩
興
財
団
を

設
立
し
た
。
同
財
団
が
計
画
し
て
い
る
お
も
な

事
業
は
、
全
日
制
日
本
人
学
校
等
の
援
助
、
通

信
教
育
お
よ
び
教
育
相
談
の
実
施
、
怖
国
子
女

に
対
4
)，
る
柿
習
教
育
r

そ
の
他
海
外
子
女
教
育

の
振
興
に
関
す
る
調
査
研
究
等
で
あ
る
。

会
の
開
催
r

外
国
の
類
似
施
設
の
調
査
等
を
行

な
っ
て
き
た
が
昭
和
四
十
六
年
度
に
は
建
設
予

定
地
千
葉
県
佐
倉
市
佐
倉
城
跡
の
地
上
現
形
測

是
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
本
年
一
一
月
九
日
に

は
、
学
職
経
験
者
に
よ
る
基
本
構
想
委
員
会

を
、
次
い
で
四
月
に
は
展
示
計
画
委
員
会
を
発

足
さ
せ
て
、
こ
の
博
物
館
の
性
格
、
内
容
等
に

つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
進
め
て
い
る
。

（
写
真
は
、
建
設
予
定
地
佐
倉
城
跡
）

い
た
が
、
．
不
幸
に
も
さ
き
の
大
戦
に
よ
り
ほ
と

ん
ど
が
焼
失
し
た
。

戦
後
（
一
九
五
四
年
）
沖
縄
に
も
文
化
財
保
護

法
が
制
定
さ
れ
て
保
護
措
置
が
諧
ぜ
ら
れ
現
在

百
七
十
一
件
の
文
化
財
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

本
土
政
府
は
、
一
九
六

0
年
か
ら
専
門
胴
査

官
を
沖
縄
に
派
造
し
て
実
情
調
査
と
技
術
援
助

を
行
な
っ
て
き
た
が
沖
縄
の
本
土
復
帰
に
そ
な

尺
沖
縄
文
化
財
の
指
定
調
査
、
西
表
島
天
然

記
念
物
特
別
胴
査
を
昭
和
四
十
六
年
度
に
実
施

す
る
予
定
で
あ
る
。

（
写
真
は
、
旧
国
宝
末
吉
宮
砲
道
）
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